
 
 
 
 
 

 
 

富山県と日本生命保険相互会社との包括連携協定について 

 

富山県と日本生命保険相互会社は、県民が健康で豊かに暮らせる環境づくりと、富山県の活

性化および県民サービスの向上に資するため、包括連携協定を締結しました。 

富山県が締結する包括連携協定は、１３例目となります。 

 

記 

 

１ 包括協定締結日 令和３年５月１８日（火）  

 
 

２ 協定内容 

県と日本生命保険相互会社が相互に連携し、次の各分野の取組みを実施 

【連携事項】 （→具体的な連携内容は別紙のとおり） 

    １ 健康増進に関すること 

２ 高齢者等の支援に関すること 

３ 教育・文化に関すること 

４ スポーツに関すること 

５ 防災・防犯に関すること  

６ 安全・安心に関すること 

７ 地域経済の活性化に関すること 

８ 観光振興に関すること 

９ 新事業展開・官民交流に関すること 

10 その他県民生活の向上に関すること 

令和３年５月１８日 
富 山 県 
日本生命保険相互会社 


